
南海トラフ地震防災規程の記入要領 

 

① 
県により指定された地域にある防火対象物で提出義務がかかってくる場合には、南海トラフ地

震防災規程を作成しておかなければなりません。 

消防署には、作成したものを消防計画に２部添付していただき、もう１部は、八幡浜市長宛又

は伊方町長宛若しくは西予市長宛の表紙を作成し合計３部の提出が必要となります。市町長宛の

表紙は別にありますので、必ず必要事項を記入し提出してください。 

作成された規程は消防計画書で必要となり、消防署が確認していることから、同様の内容のも

のを消防署と市町職員がそれぞれに確認しなくてもいいよう事務を簡素化することにしておりま

す。市町長宛の表紙をつけたものを消防署経由で中継して提出しています。 

 

 市長村長  様  宛のところは、八幡浜市であれば八幡浜市長名、伊方町であれば伊方町長

名、西予市三瓶町であれば西予市長名としてください。 

 

② 

 規程書類内で、   の部分は職員、従業員など防火対象物にあった語録を入力してください｡ 

 この防災規程と別表の内容は整合性がとれるように記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


